
資料３ 

 

町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方 

 

２０２０年３月２日 

町田市教育委員会 決定 

 

 町田市教育委員会（以下「教育委員会」）は、児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化

を契機として、町田市の教育目標である「夢や志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育て

る」の実現を基本的視点に据えて、２０１９年８月２７日に町田市立学校適正規模・適正

配置等審議会（以下「審議会」）を設置しました。 

教育委員会は、設置した審議会に対して、町田市立学校のより良い教育環境を整備し、

充実した学校教育を実現するために必要となる学級数の基本的な考え方や、その学級数を

実現するうえでの通学時間及び通学距離や学校の位置のあり方などの学校配置の基本的な

考え方である「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」について諮問しま

した。 

審議会では、学校ごとの学級数や学校施設機能といった教育環境の違いがもたらす学校

教育上、学校経営上の課題を解決するために、現在だけではなく、１０年後、２０年後に

町田に生まれ育つ未来の子どもたちの立場に立って、ソフト・ハードの両面からより良い

教育環境をつくる視点から調査審議が行われました。 

また、学校統廃合の議論についても、学校統廃合を目的とするのではなく、町田市立学

校を取り巻く環境変化を踏まえて、町田の未来の子どもたちにソフト・ハードの両面から

より良い教育環境をつくるための手段として必要な議論である、という認識に立って調査

審議が行われました。 

諮問事項の調査審議は、２０２０年１月１４日まで６回にわたって行われ、２０２０年

１月２４日に「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方について」（以下

「答申」）として教育委員会へ答申されました。 

 教育委員会は、将来の変化を予測することが困難な時代においても、その環境変化や学

校教育にかかる諸制度の改正にも対応することができる、より良い教育環境を整備し、充

実した学校教育を実現するために、標記の件について答申に基づいて別紙のとおり決定し

ます。
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１ 基本的な考え方の視点 

教育委員会では、町田市立学校のより良い教育環境をつくり、充実した学校教育の実現

に向けて、学校ごとの学級数や学校施設機能といった教育環境の違いがもたらす学校教育

上、学校経営上の課題を解決するために、以下の視点に立って適正規模・適正配置を推進

するものとします。 
 

「町田の未来の子どもたち」の視点 
 

適正規模・適正配置は、現在だけではなく、児童・生徒数の減少と学校施設の老

朽化が進行する１０年後、２０年後に町田に生まれ育つ未来の子どもたちの立場に

立って、ソフト・ハードの両面からより良い教育環境をつくるために推進するもの

とします。 

また、学校統廃合の議論についても学校統廃合を目的とするのではなく、町田市

立学校を取り巻く環境変化を踏まえて、町田の未来の子どもたちにソフト・ハード

の両面からより良い教育環境をつくるための手段として必要な議論である、という

認識に立って適正規模・適正配置を推進するものとします。 

 

２ 適正規模の基本的な考え方 

 町田市立学校における適正規模の定義を「１学年あたりの望ましい学級数」とし、適正

規模の基本的な考え方を以下のとおりとします。 
 

（１）小学校 

  １学年あたり３学級から４学級（１校あたり１８学級から２４学級） 

（２）中学校 

  １学年あたり４学級から６学級（１校あたり１２学級から１８学級） 
  

ただし、学校統廃合を含めた通学区域の見直しによって、適正規模となる１学年あたり

の望ましい学級数の上限以上の学校が生じることが見込まれる場合には、答申を踏まえて

大規模校のデメリットへの対策を適切に講じるものとします。 

また、児童・生徒数及び学級数の将来推計を行った際に、特定の地域において開発など

の影響によって、適正規模となる１学年あたりの望ましい学級数を上回る学校が生じるこ

とが見込まれる場合には、より良い教育環境をつくることができるよう、児童・生徒数及

び学級数の推計に見合った教室数などを確保することができる「ゆとりある学校施設環

境」の整備を検討するものとします。 

 

３ 適正配置の基本的な考え方 

学校ごとの学級数や学校施設機能といった教育環境の違いがもたらす学校教育上、学校

経営上の課題を解決するためには、適正規模の実現を目指した望ましい通学区域の編成と

学校配置を進めるとともに、ゆとりのある学校施設環境を整備することが必要です。 

このことを踏まえて、適正配置の基本的な考え方を以下のとおりとします。 
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（１）通学時間及び通学距離について 

①通学時間の許容範囲…おおむね３０分程度を目安 

②通学距離の許容範囲…徒歩でおおむね２ｋｍ程度を目安 
 

※①及び②いずれも町田市立小・中学校共通 
   

ただし、住所に基づく就学指定校に対して、徒歩での通学距離が２ｋｍを超えて通学

する児童・生徒については、通学時間がおおむね３０分程度を目安として通学すること

ができるよう、例えば、公共交通機関のさらなる活用やスクールバスの導入などのよう

な様々な負担軽減策について、地域それぞれの実情やニーズを踏まえて検討及び実施す

るものとします。 
 

（２）安全な通学環境について 

学校統廃合を含めた通学区域の見直しを進めるうえで通学の安全対策は最も重要であ

ることから、安全な通学路を設定するだけではなく、通学路の安全点検による安全対

策、地域との連携による見守り活動の実施、子どもたちへの安全教育などを総合的に実

施し、「安全な通学環境」の実現を目指すものとします。 

また、安全な通学環境を実現するために必要な取り組みについては地域も参画するな

ど、地域の実情も踏まえながらその連携体制をさらに強化するものとします。 
 

（３）地域社会との関係について 

  町田市立学校は、町内会・自治会をはじめとした様々な地域コミュニティに支えられ

ながら運営していることから、学校統廃合を含めた通学区域の見直しを行うにあたって

は、原則として町区域に基づいて通学区域を区分しながら、地域コミュニティにおける

様々な活動との関係にも可能な限り配慮するものとします。 
 

（４）小・中学校区の整合について 

義務教育期間である小・中学校９年間における子どもたちのより良い人間関係づくり

や教育活動の連続性または一貫性を確保するために、学校統廃合を含めた通学区域の見

直しを行うにあたっては、一つの小学校から複数の中学校へ分かれて進学することがな

くなるように小・中学校区の整合を可能な限り図るものとします。 
 

（５）通学区域内における学校の位置について 

町田の未来の子どもたちにソフト・ハードの両面からより良い教育環境をつくる視点

から、学校統廃合を行う場合に学校の位置を決定するにあたっては、「児童・生徒の通

学のしやすさ」「ゆとりある学校施設環境の整備」「学校施設の老朽化の状況」などを踏

まえて決定するものとします。 


